
 

合格証明書発行について（2026.4～） 

 

合格証書を紛失された方は、所定の手続きにより「合格証明書」を発行し、合格の事実を証明することが

できます。 

 

【境港商工会議所で交付可能な検定試験】 

日商検定試験：簿記・リテールマーケティング（販売士）・珠算能力・ネット試験 

 

≪合格証明書 発行の流れ≫ 

1．「発行願」にご記入の上、メールまたは FAX でご提出ください。 

（窓口でのお申込みも可能ですが、お渡しは後日となります） 

 ご記入いただいた内容を基に、合格の事実確認を行います。 

 

2．合格の事実が確認できた場合、電話またはメールでご連絡いたします。 

  ※ご希望に添えない場合があります。 

 

3．合格の事実の確認がとれた方は、必要書類と発行手数料を添えて窓口までお越しください。 

 ＊発行手数料 

  1,100 円（税込）／  1 通 

 ＊必要書類 

【身分証明書】 

  ・身分証明書はコピーをとらせていただきます。 

  ・身分証明書…運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、社員証など。 

※原則として、第三者機関発行で、氏名・生年月日・顔写真が揃って確認できるもの。 

 【戸籍抄本】 

  ※合格時から氏名が変わられた方のみ必要。 

 

※注意事項 

・受験地の商工会議所に限らず、全国どこの商工会議所でも申請・発行ができます。 

 会議所によって手続き方法が異なりますので、受験地以外の商工会議所で発行を希望される 

方は、事前にご確認ください。 

・境港商工会議所では、筆記試験の合格者名簿を紙媒体で保存しているものもあるため、ご希 

望に添えないこともありますので、予めご了承ください。 

 

お申込み・お問合わせ先 

境港商工会議所 検定担当  

TEL：0859-44-1111  FAX：0859-42-6577    

Mail：cci@sakaiminato.com 

＊窓口受付時間：平日 8：40～17：00 

 

 

mailto:cci@sakaiminato.com


合格証明書発行願      

           ※は必須項目 

※申込日        年     月     日 

※氏名               

※住所 〒             

                

※電話番号(日中連絡可能な番号をご記入ください)       

※旧姓(ある方のみ）               

※旧住所(ある方のみ) 〒             

                

どちらの氏名で発行するか（旧姓を記入された方のみ）       

※生年月日  昭和・平成    年（西暦      年）   月   日 

※検定試験名   

※検定受験級       級           

※発行依頼理由   

                

簿記検定試験 1 級の方のみ、いずれかに✓をつけてください     

 □ 税理士資格に使用  □ その他（証明のみ）    

以下は合格事実確認のために必要な情報となりますので、分かる範囲でご記入ください。 

受験回  第   回 合格証書番号       

取得年月日     年  月  日 またはいつ頃か（          ） 

受験場所 （       ）商工会議所または受験地（         ） 

        

【商工会議所使用欄】        

本人確認欄  □運転免許証、□マイナンバーカード、□パスポート、 取扱者 

身分証明書はコピー  □その他（                     ）   

マイナンバーカードは表面のみ  ※戸籍抄本(旧姓の方のみ必要）□   


